
子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて（案） 

 

平 成 2 3 年  月  日 

基本制度ワーキングチーム 

 

○ 本ワーキングチームは、昨年９月より子ども・子育て新システム検討会議

作業グループの下で１４回開催され、議論を重ねてきた。また、同時並行

して、幼保一体化ワーキングチームについては９回、こども指針（仮称）

ワーキングチームについては６回、それぞれ開催され、随時、本ワーキン

グチームにおいて議論の状況の報告を受け、議論を重ねてきた。 

 

○ 本ワーキングチームとしては、他の２つのワーキングチームとともに、「子

ども・子育て新システムの基本制度案要綱」（平成２２年６月２９日少子化

社会対策会議決定）に掲げられた基本的方向性を踏まえて、関係者間で意

見集約を図りながら重ねてきたこれまでの議論の到達点として、子ども・

子育て新システムの全体像、給付設計の在り方、幼保一体化の在り方、質

改善（機能強化）の在り方等について、別添の通り、中間的に議論をとり

まとめた。 

 

○ 質改善（機能強化）については、量的拡充と合わせて１兆円を超える額を

見込んでいる。その実現のためには財源の確保が不可欠であり、政府にお

いては、その確保に向けて最大限の努力をされたい。 

 

○ 本ワーキングチームとしては、今後も「子ども・子育て新システムの基本

制度案要綱」及び本とりまとめを踏まえ、「社会保障・税一体改革成案」（平

成２３年６月３０日 政府・与党社会保障改革検討本部決定）の工程表に

あるように、税制抜本改革とともに、早急に法案提出ができるよう、①国、

地方及び事業主の負担の在り方、利用者負担の在り方、既存の財政措置と

の関係など費用負担の在り方、子ども・子育て包括交付金（仮称）の在り

方、②国における所管の在り方、③ワーク・ライフ・バランスの在り方、

④国の基準と地方の裁量の関係など地域の実情に応じた給付・事業の提供

のための仕組みの在り方、その他の残された検討課題について、できる限

り速やかに検討を再開したい。また、検討に当たっては、基本制度案要綱

に掲げられた、すべての子ども・子育て家庭に必要な良質の支援を行い、

地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるなどの観点も含め、実

施主体である地方公共団体など関係者と十分に意見交換を行うこととした

い。 

 政府においても、国と地方の協議の場などを通じて地方公共団体と十分

に協議を行うとともに、関係団体などの関係者の理解も得た上で、成案化

されたい。 
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